
【資料５】

２６年度コミュニティビジョン推進の取組について（２７年度からの順次設立に向けて）

１ スケジュール
(1) 本年度の上期(４～９月)は、主に校区公民館運営審議会をはじめ町内会、校区社協などへの周

知・広報に取り組む。
(2) 本年度の下期は、１０月から１１月上旬にかけ各校区に対し設立時期希望調査を行い、１１月

中旬以降は２７年度の設立に向けた支援に取り組む。
(3) モデル事業の検証・評価は推進戦略会議において１０月を目途に最終報告をとりまとめる。

２ 周知・広報について
(1) 校区公民館運営審議会（７６校区）

①２５年度中に説明を行っていない校区（２３校区）へ説明を行う。
②校区公民館運営審議会委員長等を訪問（又は電話）し、審議会としての意向等を伺う。併せて、

校区の実情把握を行うとともに、２６年度スケジュールについて説明を行う。
(2) 町内会

  ①単位町内会
コミュニティ研修会(７月)において、３モデル地域の事例発表を予定。

  ②町内会連合会、各種団体連絡協議会等
   地域によっては、町内会連合会等が中心となった地域活動も展開されていることから、実情

に応じて町内会連合会や各種団体連絡協議会等への説明を行う。
(3) 校区社協、あいご会、老人クラブ、民児協、衛生連

総会等の機会を捉えて説明を行う。
(4) 企業等

小売業や金融業など市内に広く店舗を展開する企業や関係団体への協力を依頼する。
(5) 市民向け説明会の開催、全世帯への広報チラシ配布

   市民向け説明会 ：８月上旬
   広報チラシの配付：９月上旬

３ 設立時期希望調査について
(1) ２７年度から３０年度を目途に協議会を市内全域で順次設立するにあたっては、地域主体の設

立を図るため、地域の意向を踏まえながら取組を進める。
(2) ２６年度は１０月に７６校区へ設立時期希望調査を行う。
(3) ２７年度、２８年度は６月頃に未設立校区への調査を行う。


